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山　　形　　県　　公　　報 号外(25)平成24年10月12日（金曜日）

平成24年10月12日（金）

 

号　　外（25）

(毎週火・金曜日発行)

目 次

条 例

○山形県職員の共済制度に関する条例の一部を改正する条例………………（総務厚生課）…３

○山形県県税条例の一部を改正する条例………………………………………（税 政 課）…同

○山形県防災会議条例の一部を改正する条例…………………………………（危機管理課）…同

○山形県災害対策本部条例の一部を改正する条例……………………………（ 同 ）…４

○山形県小水力発電施設整備事業分担金徴収条例………………………（農山漁村計画課）…同

○山形県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例……………（病院事業局）…５

この号で公布された条例のあらまし

◇ 山形県職員の共済制度に関する条例の一部を改正する条例 （県条例第53号） （総務厚生

課）

１ 互助会の会長について、地方職員共済組合山形県支部長等をもって充てることを要しないこ

ととした。（第５条関係）

２ 互助会に、運営審議委員会を置くことを要しないこととした。（第６条及び第７条関係）

◇ 山形県県税条例の一部を改正する条例 （県条例第54号） （税政課）

１ 身体障がい者等が所有する自動車に対して課する自動車税の減免に係る申請書等は、自動車

税の賦課期日の属する年の翌年２月末日まで提出することができることとした。（第142条第

２項関係）

２ この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。

◇ 山形県防災会議条例の一部を改正する条例 （県条例第55号） （危機管理課）

１ 山形県防災会議の委員のうち自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから知

事が任命する者の定数を定めることとした。（改正後の第２条第４号関係）

２ 山形県防災会議の幹事を増員することとした。（第４条第１項関係）

◇ 山形県災害対策本部条例の一部を改正する条例 （県条例第56号） （危機管理課）

災害対策基本法の一部改正に伴い、規定の整備を行うこととした。

◇ 山形県小水力発電施設整備事業分担金徴収条例 （県条例第57号） （農山漁村計画課）

１ 県が行う農業水利施設を活用した小水力発電施設の整備に係る事業（以下「小水力発電施設

整備事業」という。）に要する費用の一部に充てるため、地方自治法第224条の規定により徴

収する分担金に関し、必要な事項を定めることとした。（第１条関係）

２ 県は、小水力発電施設整備事業の施行に係る各年度において、当該小水力発電施設整備事業

によって利益を受ける土地改良区から分担金を徴収することとした。（第２条関係）

３ ２により徴収する各年度の分担金の額は、当該年度における小水力発電施設整備事業に要す

る費用の額に100分の25を乗じて得た額の範囲内で知事が定める額から、当該年度に地方財政

法第27条第１項の規定により市町村が負担する額を控除した額とすることとした。（第３条関
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係）

４ ２により徴収する各年度の分担金は、当該年度内に一時払の方法により徴収することとし

た。（第４条関係）

５ 知事は、各年度に係る小水力発電施設整備事業が終了した場合には、当該年度に係る事業費

の精算を行い、分担金の過納額又は不足額が生じたときは、速やかに一時払の方法により、こ

れを返還し、又は徴収することとした。（第５条関係）

６ 知事は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、２によ

り徴収する各年度の分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができることとした。（第

６条関係）

◇ 山形県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 （県条例第58号） （病院事業

局）

病院事業の診療科目として消化器内科を新設することとした。
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条 例

山形県職員の共済制度に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成24年10月12日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県条例第53号

山形県職員の共済制度に関する条例の一部を改正する条例

山形県職員の共済制度に関する条例（昭和36年３月県条例第５号）の一部を次のように改正す

る。

第２条第２項中「の会長」を削る。

第５条から第７条までを削り、第８条を第５条とし、第９条から第11条までを３条ずつ繰り上げ

る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

山形県県税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成24年10月12日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県条例第54号

山形県県税条例の一部を改正する条例

山形県県税条例（昭和29年５月県条例第18号）の一部を次のように改正する。

第142条第２項に次のただし書を加える。

ただし、同項第２号又は第３号の規定により自動車税の減免を受けようとする者で知事が別に

定めるものにあつては、自動車税の賦課期日の属する年の翌年２月末日まで、知事に提出するこ

とができる。

附則第５条の４第１項第２号ハ中「第10条の６」を「第10条の５」に、「第10条の７」を「第10

条の６」に改める。

附則第19条第１項第１号中「第９条第５項」を「第９条第６項」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。ただし、附則第19条第１項第１号の改正規定

は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第142条第２項の規定は、平成25年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成

24年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

山形県防災会議条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成24年10月12日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県条例第55号

山形県防災会議条例の一部を改正する条例

山形県防災会議条例（昭和37年10月県条例第51号）の一部を次のように改正する。

第２条に次の１号を加える。
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(4) 法第15条第５項第８号に掲げる者 ８人以内

第４条第１項中「50人」を「58人」に改める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例の施行に伴い新たに任命される委員の任期は、山形県防災会議条例第３条第１項の規

定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員（関係行政機関の職員である委員を除

く。）の任期の満了する日までとする。

山形県災害対策本部条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成24年10月12日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県条例第56号

山形県災害対策本部条例の一部を改正する条例

山形県災害対策本部条例（昭和37年10月県条例第52号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第23条第７項」を「第23条第８項」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

山形県小水力発電施設整備事業分担金徴収条例をここに公布する。

平成24年10月12日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県条例第57号

山形県小水力発電施設整備事業分担金徴収条例

（趣旨）

第１条 この条例は、県が行う農業水利施設を活用した小水力発電施設の整備（県が土地改良事業

として行うものを除く。）に係る事業（以下「小水力発電施設整備事業」という。）に要する費

用の一部に充てるため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第224条の規定により徴収する分担

金に関し、必要な事項を定めるものとする。

（分担金の徴収）

第２条 県は、小水力発電施設整備事業の施行に係る各年度において、当該小水力発電施設整備事

業によって利益を受ける土地改良区から分担金を徴収する。

（分担金の額）

第３条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の額は、当該年度における小水力発電施設整備

事業に要する費用の額に100分の25を乗じて得た額の範囲内で知事が定める額から、当該年度に

地方財政法（昭和23年法律第109号）第27条第１項の規定により市町村が負担する額を控除した

額とする。

（分担金の徴収方法）

第４条 第２条の規定により徴収する各年度の分担金は、当該年度内に一時払の方法により徴収す

るものとする。ただし、知事が必要と認める場合は、当該年度内において分割払の方法によるこ

とができる。

（分担金の返還等）

第５条 知事は、各年度に係る小水力発電施設整備事業が終了した場合には、当該年度に係る事業

費の精算を行い、分担金の過納額又は不足額が生じたときは、速やかに一時払の方法により、こ

れを返還し、又は徴収するものとする。

（分担金の減免及び徴収猶予）

第６条 知事は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第２

条の規定により徴収する各年度の分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。



5

山　　形　　県　　公　　報 号外(25)平成24年10月12日（金曜日）

（委任）

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

山形県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成24年10月12日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県条例第58号

山形県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

山形県病院事業の設置等に関する条例（昭和41年12月県条例第59号）の一部を次のように改正す

る。

第２条第２項中「神経内科」を「神経内科、消化器内科」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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